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告         示 

 

兵庫県告示第306号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第58条において読み替えて準用する同法第42条第１項の規定に基づき、及び

同項の規定を実施するため、兵庫県漁業調整規則（令和２年兵庫県規則第48号）第４条第１項第５号に掲げる

はなつぎ漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数その他の制限措置並びに

許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。 

令和３年３月23日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数その他の制限措置 

地区 制限措置 

漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関

の馬力数 

総トン

数 

隻数 漁業を

営む者

の資格 

西播 さわら 

はなつぎ

網漁業 

姫路市広畑東防波堤灯台と同市

家島町鞍掛島灯台を見通した線

以西及び香川県小豆郡星ヶ城頂

上と明石市旧東播磨港二見西防

波堤灯台（北緯34度41.53分、東

経134度53.19分）を見通した線

以北で、姫路港の港湾区域を除

いた兵庫県海面。ただし、共同漁

業権の区域を除く。（注） 

５月６日から

７月５日まで 

別記 10トン

未満 

52隻 定めな

し 

（注）協定等により漁業権を有する者から共同漁業権の区域を操業区域に含めることについて同意がある場合

は、同意のあった共同漁業権の区域を操業区域に含めるものとする。 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

  令和３年３月26日から同年４月26日まで 

３ 備考 

 (1) 許可の有効期間 

この告示に係る許可の有効期間は、令和３年５月６日から令和４年５月５日までとする。 

 (2) 許可又は起業の認可に付する条件 

この告示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の条件を付けることがある。 

ア 中型まき網漁業の操業を妨げてはならない。 

イ 操業に際して魚群包囲後は漁船機関の推進力を利用して曳網してはならない。また、揚網時には網船

を錨で固定しなければならない。 

ウ 午後４時から翌日の午前５時に至る間は操業してはならない。 

別記 推進機関の馬力数 
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 110キロワット又は旧漁船法馬力数（漁船法施行規則の一部を改正する省令（平成13年農林水産省令第153号）

による改正前の漁船法施行規則（昭和25年農林省令第95号）に基づいて算出した馬力数をいう。）35馬力以下 
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